
津 別 町 Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ 公 式 ア カ ウ ン ト 運 用 ポ リ シ ー  

 

令 和 ３ 年 ７ 月 ６ 日  

改 定  令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  

1  目 的  

津 別 町 の 情 報 発 信 伝 達 方 法 の 多 重 ・ 多 様 化 を 目 的 と し ま す 。  

 

2  ア カ ウ ン ト 名 等  

（ 1 ） ア カ ウ ン ト 名   ： 津 別 町  

（ 2 ） Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ  Ｉ Ｄ  ： ＠ t s u b e t s u  

（ 3 ） ア カ ウ ン ト 運 用 者 ： 津 別 町 総 務 課 庶 務 係  

 

3  掲 載 内 容  

（ 1 ） 防 災 情 報 に 関 す る も の  

（ 2 ） 行 政 情 報 に 関 す る も の  

（ 3 ） イ ベ ン ト 情 報 に 関 す る も の  

（ 4 ） そ の 他 、 町 長 が 適 当 と 認 め る も の  

 

4  運 用 時 間  

 原 則 と し て 開 庁 時 間 内 （ 平 日 の 午 前 8 時 3 0 分 か ら 午 後 5 時 1 5 分 ） に

お い て 不 定 期 に 更 新 し ま す 。 な お 、 こ の 時 間 帯 以 外 に も 必 要 に 応 じ て 投

稿 す る 場 合 が あ り ま す 。  

 

5  注 意 事 項  

（ 1 ） 利 用 者 の 投 稿 は ご 遠 慮 く だ さ い 。  

（ 2 ） 利 用 者 か ら の コ メ ン ト に 対 し て は 、 原 則 と し て 対 応 い た し ま せ ん 。  

（ 3 ） 不 適 切 な 投 稿 に つ い て は 、 断 り な く 投 稿 を 削 除 す る こ と が あ り ま す 。  

 

6  免 責 事 項  



（ 1 ） 当 ア カ ウ ン ト の 正 確 性 、 完 全 性 、 有 用 性 等 を 完 全 に 保 証 す る も の で

は あ り ま せ ん 。  

（ 2 ） 当 ア カ ウ ン ト を 利 用 す る こ と で 生 じ た 直 接 ・ 間 接 的 な 損 失 に つ い て 、

町 は 一 切 の 責 任 を 負 い ま せ ん 。  

（ 3 ） 上 記 の ほ か 、 当 ア カ ウ ン ト に 関 連 す る 事 項 に 生 じ た い か な る 損 害 に

つ い て 、 町 は 一 切 の 責 任 を 負 い ま せ ん 。  

（ 4 ） 予 告 な く 運 用 ポ リ シ ー の 変 更 や 運 用 の 中 止 を す る 場 合 が あ り ま す 。  

 

7  知 的 財 産 権  

（ 1 ） 当 ア カ ウ ン ト に 掲 載 す る 情 報 （ 写 真 、 文 章 、 イ ラ ス ト 等 ） に 関 す る

知 的 財 産 権 は 、 津 別 町 又 は 原 著 作 者 に 帰 属 し ま す 。  

（ 2 ） 著 作 権 法 上 認 め ら れ た 場 合 を 除 き 、 許 可 な く 無 断 で 複 製 や 転 用 す る  

こ と は で き ま せ ん 。  

 

8  個 人 情 報  

 当 ア カ ウ ン ト を 通 じ て 津 別 町 が 提 供 を 受 け た 個 人 情 報 に つ い て は 、 津

別 町 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 （ 令 和 5 年 3 月 8 日 条 例 第 2

号 ） に 基 づ き 、  

適 切 に 取 り 扱 い ま す 。  


